
 

2020 年 9月 25 日 

各 位 

株式会社 福井銀行 

株式会社 福邦銀行           

 

「後見制度支援預金」の取扱開始について 

 

株式会社福井銀行（頭取 林 正博）と株式会社福邦銀行（頭取 渡邉 健雄）は、Ｆプロジ

ェクト（地域経済の発展に向けた包括提携）の取組みの一環として、2020 年 10 月 1 日より「後

見制度支援預金」の取扱いを開始しますのでお知らせいたします。 

後見制度支援預金は、成年後見制度または未成年後見制度を利用されているご本人さま（被後 

見人さま）の財産管理を目的とした預金です。日常的な支払いをするのに必要十分な金銭とは別に、 

通常使用しない金銭について別管理をするための預金口座となります。 

この預金は、家庭裁判所の発行する「指示書」がなければ、口座開設をはじめとするお取引きを 

行うことができません。家庭裁判所の関与があることにより、ご本人さま（被後見人さま）の財 

産について透明性の高い適切な管理ができることから、後見人さまの財産保護・管理にかかる不 

測のトラブル等を防止します。 

 

両行は「後見制度支援預金」を取り扱うことにより、地域金融機関として後見制度の普及に貢献

するとともに、引き続き地域のみなさまのニーズにお応えできるよう努めてまいります。 

 

記 

 

１．取扱開始日    2020 年 10 月 1日（木） 

 

２．後見支援預金ご利用イメージ 

 

３．注意事項 

お取扱方法、必要書類につきましては、両行で一部異なる場合がございます。くわしくは

最寄りの店舗にご確認、ご相談ください。 

 



４．商品概要 

商 品 概 要 ＜福 邦 銀 行＞ 
対象となる預金 普通預金（決済用預金を含む） 

ご利用いただける方 

後見人が選定されている成年被後見人または未成年被後見人の方で、家庭裁

判所(支部を含む）から後見制度支援預金の利用について「指示書」の交付を

受けた個人のお客さま。（ 1 金融機関１口座 ） 

※保佐、補助、任意後見制度の利用者は対象外です。 

取扱店 

インターネット支店を除く福井県内の店舗にてお取扱いいたします。 

※すでに成年被後見人または未成年被後見人の方のお取引がある場合、口座

開設は、お取引店に限ります。 

口座開設方法 

家庭裁判所発行の「指示書」に基づき開設いたします。 

【口座開設のお手続きに必要な書類等】 

○家庭裁判所発行の「指示書」原本（期限内であることをご確認ください） 

○後見人・被後見人（預金者）の本人確認書類（運転免許証・個人番号カードな

ど） 

○下記のいずれか（すでに届出済の場合は不要です） 

1.登記事項証明書（発行後 3ヶ月以内） 

※未成年後見人の場合戸籍謄本 

2. 家庭裁判所の審判および確定証明書 

○後見人の実印および印鑑証明書（すでに届出済の場合は不要です） 

○お取引のご印鑑 

○通帳（被後見人さま名義の普通預金口座がある場合） 

払い戻し方法 

家庭裁判所発行の「指示書」に基づき口座開設店にて払い戻します。 

※払い戻しの都度、「指示書」のご提出が必要となります。 

【払い戻しのお手続きに必要な書類等】 

○家庭裁判所発行の「指示書」原本（期限内であることをご確認ください） 

○後見人の本人確認書類（運転免許証・個人番号カードなど） 

○お取引のご印鑑 

○通帳 

お預け入れ 

インターネット支店を除く福井県内の店舗にて、随時お預け入れいただけます。 

※給与、年金、配当金、公社債元利金等の自動受取口座にはご指定いただけ

ません。 

手数料 口座開設時に口座開設手数料 55,000 円（消費税込）がかかります。 

付加できる特約事項 

「定額自動送金サービス」をご利用いただけます。 

（家庭裁判所発行の「指示書」に基づき、日常的に必要な定期定額支払に

ついて指定される場合に限りお取扱いいたします。） 

※送金の都度、当行所定の手数料が必要となります。 

お取引の制限 

・キャッシュカードは発行いたしません。 

・インターネットバンキング、アプリバンキングはご利用いただけません。 

・総合口座としてご利用いただくことはできません。 

・ＡＴＭでのご入金・お引出しはできません。 

・公共料金、クレジット等の自動引落しにはご指定いただけません。 

・マル優（少額貯蓄非課税制度）はご利用いただけません。 

・Ｗｅｂ口座（通帳不発行型口座）のお申込みはできません。 

※商品概要説明書も合わせてご覧ください。 

                                          以 上 


